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実 技 試 験 

 

 
 
 

☆☆☆解答に当たっての注意事項☆☆☆ 

・ 問題数は４０問、解答はすべて記述式です。 

・ 択一問題の場合、選択肢の中から正解と思われるものを１つ選んでください。 

・ 語群選択問題の場合、語群の中からそれぞれの空欄にあてはまると思われる語

句・数値を選び、語群に記されたとおりに解答用紙の所定の欄に記入してくだ

さい。また、語群の語句・数値にそれぞれ番号が付してある場合は、その番号

のみを記入してください。 

・ 語群のない問題の場合、指示に従い解答用紙の所定の欄に直接正解と思われる

語句・数値・記号を記入してください。 

・ 試験問題については、特に指示のない限り、２０２３年１０月１日現在施行の

法令等に基づいて解答してください。なお、東日本大震災の被災者等に対する

各種特例等については考慮しないものとします。 

・ 解答は楷書、算用数字（１、２、３…）ではっきりと正しく記入してください

（誤字・脱字・略字は不可）。 

・ 計算問題については、計算結果を解答として所定の欄に記入してください。

その際、解答用紙に記載されている単位を使用し、漢字や小数点、上付き数

字を使用しないでください。正しく記入されなかった場合、採点されません

のでご注意ください。なお、カンマのあり・なしについては採点には影響し

ません。 

［例１］解答用紙に記載の単位「万円」の場合 

可の例：105万円／不可の例：1,050,000円 

［例２］解答用紙に記載の単位「円」の場合 

可の例：1,005,000円／不可の例：100万5,000円、100.5万円、100.5万円 

 

 

 



 

－2－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

【第１問】下記の（問１）、（問２）について解答しなさい。 

 

問１ 

 ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）は、ファイナンシャル・プランニング業務を

行ううえで関連業法等を順守することが重要である。ＦＰの行為に関する次の（ア）～（エ）の記述に

ついて、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。 

 

（ア）社会保険労務士の登録を受けていないＦＰが、有料の年金セミナーを開催し、社会保険制度の概

要と公的年金の受給額に関する一般的な説明を行った。 

（イ）弁護士の登録を受けていないＦＰが、自治体主催の無料相談会において債務整理に関する一般的

な内容について説明をした。 

（ウ）税理士の登録を受けていないＦＰが、自治体主催の無料相談会において相談者の収入に基づく具

体的な税額の計算を行い、税務申告書を作成した。 

（エ）弁護士または司法書士の登録を受けていないＦＰが、顧問契約をしている顧客に対し、不動産の

所有権移転登記申請時に法務局に提出する書類を無償で作成した。 

 

問２ 

 ｢個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）」および著作権法に関する次の記述のうち、最も不

適切なものはどれか。 

 

１．個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合、あらかじめ自社のホームページで個人情報の利用

目的を公表しているときは、原則として、改めて本人に利用目的を通知する必要はない。 

２．個人情報取扱事業者は、不正アクセスにより個人情報が１件でも漏えいした場合、原則として、個

人情報保護委員会に報告しなければならない。 

３．背景にキャラクターなどの著作物が写り込んでいる写真は、その著作物が本来の被写体との分離が

困難で、軽微な構成部分となるものであれば、著作権者の利益を不当に害する場合を除き、ブログ

に掲載することができる。 

４．他人の著作物を家族などの限られた範囲で使用するために複製する場合であっても、原則として著

作権者の許諾が必要である。 

 

  



 

－3－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

【第２問】下記の（問３）～（問６）について解答しなさい。 

 

問３ 

 大下さんは、保有しているＲＴ投資信託（追加型国内公募株式投資信託）の収益分配金を２０２４年

４月に受け取った。ＲＴ投資信託の運用状況が下記＜資料＞のとおりである場合、収益分配後の個別元

本として、正しいものはどれか。 

 

＜資料＞ 
 

［大下さんが保有するＲＴ投資信託の収益分配金受取時の状況］ 

収益分配前の個別元本：１１,７２０円 

収益分配前の基準価額：１１,７６０円 

収益分配金：２００円 

収益分配後の基準価額：１１,５６０円 

 

１． １１,５６０円 

２． １１,６００円 

３． １１,６８０円 

４． １１,７２０円 

 

  



 

－4－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

問４ 

 大津さんは、投資信託への投資を検討するに当たり、ＦＰの細井さんから候補である３ファンドの過

去３年間の運用パフォーマンスについて説明を受けた。ＦＰの細井さんが下記＜資料＞に基づいて説明

した内容の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語句および数値の組み合わせとして、最も適切なものはど

れか。 

 

＜資料＞ 

ファンド名 収益率 標準偏差 

ＫＸファンド ５.７０％  ６.５０％ 

ＫＹファンド ３.００％  ２.００％ 

ＫＺファンド ４.５０％ １０.００％ 

※無リスク金利は０.５０％とする。 

 

＜ＦＰの細井さんの説明＞ 
 

・ 「資料の過去３年間の実績から比較すると、一番リスクが高いのは（ ア ）といえます。」 

・ 「シャープレシオにより投資効率を考えると、最も効率的なのは（ イ ）で、そのシャープ

レシオの値は（ ウ ）です。」 

 

１．（ア）ＫＸファンド （イ）ＫＹファンド （ウ）１.５０ 

２．（ア）ＫＹファンド （イ）ＫＺファンド （ウ）０.４５ 

３．（ア）ＫＺファンド （イ）ＫＸファンド （ウ）０.８０ 

４．（ア）ＫＺファンド （イ）ＫＹファンド （ウ）１.２５ 

 

  



 

－5－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

問５ 

 下記＜資料＞は、有馬さんが同一の特定口座内で行ったＲＡ株式会社の株式の取引等に係る明細であ

る。有馬さんが２０２４年３月４日に売却した５,０００株について、譲渡所得の取得費の計算の基礎

となる１株当たりの取得価額として、正しいものはどれか。なお、消費税その他記載のない事項につい

ては一切考慮しないものとする。 

 

＜資料＞ 

取引日等 取引種類等 株数（株） 約定単価（円） 

２０２２年４月 ５日 買付 １,０００ ４,０００ 

２０２３年２月 １日 買付 ２,０００ ５,２００ 

２０２３年９月３０日 
株式分割 

１：５ 
－ － 

２０２４年３月 ４日 売却 ５,０００ １,２００ 

 

１．   ８００円 

２．   ９２０円 

３．   ９６０円 

４． １,０４０円 

 

問６ 

 下記＜資料＞は、香川さんが購入を検討している個人向け国債の商品概要の一部である。個人向け国

債に関する次の（ア）～（エ）の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記

入しなさい。なお、問題作成の都合上、一部を「＊＊＊」にしてある。 

 

＜資料＞ 

商品名 変動１０年 固定５年 固定３年 

満期 １０年 ５年 ３年 

金利タイプ 変動金利 固定金利 固定金利 

利子の受け取り 半年ごとに年２回 

購入単価（販売価格） ＊＊＊ 

償還金額 額面金額１００円につき１００円 

中途換金 ＊＊＊ 

 

（ア）変動１０年国債は、金利がゼロ％となることがある。 

（イ）個人向け国債の購入単価（販売価格）は、最低１万円から１万円単位である。 

（ウ）個人向け国債は、発行後６ヵ月経過すれば、いつでも中途換金することができる。 

（エ）個人が募集時に購入できる日本国債は、個人向け国債のみである。 

 

  



 

－6－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

【第３問】下記の（問７）～（問１０）について解答しなさい。 

 

問７ 

 建築基準法に従い、下記＜資料＞の土地に建築物を建てる場合の延べ面積（床面積の合計）の最高限

度を計算しなさい。なお、記載のない事項は一切考慮しないものとする。また、解答に当たっては、解

答用紙に記載されている単位に従うこと。 

 

＜資料＞ 
 

 
 

 

 

  

幅員 
５ｍ市道 

第一種住居地域 

指定建蔽率   ６０％ 

指定容積率  ３００％ 

※前面道路の幅員に対する 

法定乗数  ４／１０ 

 （１３０ｍ2） 

幅員４ｍ市道 

１３ｍ 

１０ｍ 



 

－7－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

問８ 

 増田さんは、土地の有効活用をするに当たり、ＦＰの松尾さんに、借地借家法に定める普通借地権に

ついて質問をした。下記の空欄（ア）～（エ）にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号

のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいこととする。また、「普通借地権」

とは、借地借家法第２２条から第２４条の定期借地権等以外の借地権をいうものとする。 

 

増田さん：「普通借地権の設定契約について教えてください。」 

松尾さん：「普通借地権の設定契約で、期間の定めがない場合の存続期間は（ ア ）です。契約

でこれより長い期間を定めることは（ イ ）。」 

増田さん：「契約の更新について教えてください。地主から契約の更新を拒絶するに当たって、正

当事由は必要でしょうか。」 

松尾さん：「正当事由は（ ウ ）です。また、借地権設定後に最初の更新をする場合、その期間

は原則として、更新の日から（ エ ）です。」 

 

 

＜語群＞ 

１． １０年    ２． ２０年     ３． ３０年   ４． ５０年 

５． できます   ６． できません   ７． 必要    ８． 不要 

 

 

  



 

－8－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

問９ 

 下記＜資料＞は、岡さんが購入を検討している物件の登記事項証明書の一部である。この登記事項証

明書等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考

慮しないものとする。 

 

＜資料＞ 
  
権 利 部（×××） （所有権に関する事項） 

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項 

１ 所有権移転 平成２４年１１月１５日 
第×６２２４号 

原因 平成２４年１１月１５日売買 
所有者 ××市××二丁目３番４号 
 大久保敏夫 

 
権 利 部（ Ａ ） （所有権以外の権利に関する事項） 

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項 

１ 抵当権設定 平成２４年１１月１５日 
第×６２２５号 

原因 平成２４年１１月１５日金銭消費貸借同日
設定 

債権額 金３,５００万円 
利息 年×××％（年３６５日日割計算） 
損害金 年×××％（年３６５日日割計算） 
債務者 ××市××二丁目３番４号 
 大久保敏夫 
抵当権者 ××区××一丁目２番３号 
 株式会社ＴＮ銀行 

 

１．所有権以外の権利に関する事項が記載されている欄（Ａ）は、権利部の乙区である。 

２．大久保敏夫さんが株式会社ＴＮ銀行への債務を完済した場合の当該抵当権の登記は、自動的には抹

消されない。 

３．岡さんが本物件を購入し、所有権移転登記が完了した場合、原則として、岡さんに対して登記識別

情報が通知される。 

４．不動産登記には公信力があり、その内容が真実であると信じて取引した場合、原則として、法的に

保護される。 

 

  



 

－9－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

問１０ 

 安西さんは、宅地建物取引業者ＫＲ社の媒介により、売主である井上さんから中古マンションを購入

した。下記＜資料＞は、購入時に交わした売買契約書の一部である。次の（ア）～（エ）の記述につい

て、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、記載のない事項について

は一切考慮しないものとする。 

 

＜資料＞ 
 

区分所有建物売買契約書 

売主：井上一郎と買主：安西典子は、以下の内容で２０２３年１０月１７日付売買契約を締結した。 

 

売買の目的物の表示（登記簿の記録による） 

建物 

名 称 ロイヤルヒルガーデンマンション 

所 在 ××県△△市中央７番地 

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根 ８階建 延床面積 １,６００ｍ2 

家屋番号 中央７番の３０１ 建物の名称 ３０１ 種 類 居宅 

構 造 鉄筋コンクリート造 １階建 床面積 ５５.７０ｍ2 

敷地権 

所 在 ××県△△市中央 地 番 ７番 地 目 宅地 

種 類 所有権 土地面積合計 ６００ｍ2 

敷地権の割合 ３０００００分の１４３１７ 

売買代金、手付金の額および支払日 

売買代金総額 金２５,０００,０００円 

手付金 ２０２３年１０月１７日までに 金２,０００,０００円 

残代金 ２０２３年１２月１３日までに 金２３,０００,０００円 

その他約定事項 

所有権移転・引渡し・登記手続きの日 ２０２３年１２月１３日 

 

 

（ア）この不動産売買契約書について、契約金額にかかわらず、一律に定められた金額の印紙税を納め

る必要がある。 

（イ）民法の規定によれば、井上さんが、安西さんから解約手付としての手付金２００万円を受領後、

安西さんが契約の履行に着手するまでに手付金２００万円を返還した場合、この売買契約を解約

することができる。 

（ウ）２０２３年度分の固定資産税は、原則として、安西さんに納税義務がある。 

（エ）安西さんへの売買契約書の交付は、宅地建物取引業者ＫＲ社の宅地建物取引士が行わなければな

らない。 

  



 

－10－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

【第４問】下記の（問１１）～（問１４）について解答しなさい。 

 

問１１ 

 宮本亜紀さん（３７歳）は医療保険への加入を検討しており、下記＜資料１＞＜資料２＞の２つの商

品内容を比較している。次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、

その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響

を与えないものとする。 

 

＜資料１＞ 
 

 
 

◇ご提案内容 
 主なお支払事由 給付金額 

入院治療一時金 病気やケガにより１日以上入院したとき（日帰り入
院から保障） 

１回につき５万円 

手術給付金 公的医療保険制度の対象となる所定の手術を受けた
とき 

手術の種類に応じて１回につき 
入院治療一時金の５倍・２倍・１倍 

先進医療給付金 先進医療による療養を受けたとき １回の療養につき 
先進医療にかかる技術料と同額 

先進医療一時金 先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受け
たとき 

１回の療養につき１０万円 

 

◇ご留意事項（抜粋） 

入院治療一時金について、お支払事由に該当する入院を２回以上した場合は、それぞれの入院が

同一の原因であるか、別の原因であるかにかかわらず、１回の入院とみなします。ただし、入院

治療一時金が支払われることとなった最後の入院の退院日の翌日から１８０日を経過して開始し

た入院については、別の入院としてお取り扱いします。 

 

  

保険提案書 医療治療保険Ａ（無解約返戻金型） 

保険契約者：宮本亜紀 様  被保険者：宮本亜紀 様  年齢・性別：３７歳・女性 

入院治療一時金 
手術給付金 
先進医療給付金・先進医療一時金 

▲ 

３７歳契約 
保険期間・保険料払込期間終身 

予定契約日：２０２４年６月１日 

保険料：×,×××円（月払い、口座振替） 



 

－11－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

＜資料２＞ 
 

 
 

◇ご提案内容 

 主なお支払事由 給付金額 

入院給付金 病気やケガにより１日以上入院したとき（日帰り入
院から保障） 

入院給付金日額５,０００円×入院日数 
（入院日数が５日以内の場合は入院給付

金日額５,０００円×５） 

手術給付金 公的医療保険制度の対象となる所定の手術を受けた
とき 

・ 入院中に受けた手術 
入院給付金日額５,０００円×１０ 

・ 入院を伴わない場合 
入院給付金日額５,０００円×５ 

先進医療給付金 先進医療による療養を受けたとき １回の療養につき 
先進医療にかかる技術料と同額 

 

◇ご留意事項（抜粋） 

入院給付金の支払限度日数は、１回の入院について６０日です。入院を２回以上した場合で、そ

れぞれの入院が同一の原因または医学上重要な関係があるときは、それらの入院を１回の入院と

みなします。ただし、入院給付金が支払われることとなった最後の入院の退院日の翌日から１８０

日を経過して開始した入院については、別の入院としてお取り扱いします。 
 

 

・ 宮本さんが、交通事故により事故当日から４日間継続して入院し、その間に約款に定められた

所定の手術（公的医療保険制度の対象となる所定の手術であり、医療治療保険Ａにおける給付

倍率は２倍）を受けた場合、保険会社から支払われる給付金の合計は、終身医療保険Ｂより医

療治療保険Ａの方が（ ア ）。 

・ 宮本さんが、骨折により８日間継続して入院し、退院から１ヵ月後に肺炎で５日間継続して入

院した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は、終身医療保険Ｂより医療治療

保険Ａの方が（ イ ）。 

・ 宮本さんが、肺がんと診断確定され、先進医療に該当する重粒子線治療（技術料３１４万円）

を受けた。７日間継続して入院し、重粒子線治療以外の治療は行わなかった場合、保険会社か

ら支払われる保険金・給付金の合計は、終身医療保険Ｂより医療治療保険Ａの方が（ ウ ）。 

 

 

＜語群＞ 

１． １５,０００円多い    ２． ３５,０００円多い    ３． ７５,０００円多い 

４． ８０,０００円多い    ５． １１５,０００円多い   ６． １５,０００円少ない 

７． ３０,０００円少ない   ８． ４５,０００円少ない 

  

保険提案書 終身医療保険Ｂ（無解約返戻金型） 

保険契約者・被保険者：宮本亜紀 様  年齢：３７歳 性別：女性 

入院給付金 
手術給付金 
先進医療給付金 

▲ 

３７歳契約 
保険期間・保険料払込期間終身 

予定契約日：２０２４年６月１日 

保険料：×,×××円（月払い、口座振替） 



 

－12－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

問１２ 

 広尾吉弘さんが契約している下記＜資料＞の生命保険に関する次の（ア）～（エ）の記述について、

適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、吉弘さんの家族構成は以下の

とおりであり、課税対象となる保険金はいずれも基礎控除額を超えているものとする。 

 

＜吉弘さんの家族構成＞ 

氏名 続柄 年齢 備考 

広尾 吉弘 本人 ５２歳 会社員（正社員） 

   真紀 妻 ５０歳 パートタイマー 

   香菜 長女 １７歳 高校生 

 

＜資料：吉弘さんが契約している生命保険契約の一覧＞ 

 
保険契約者 

（保険料負担者） 
被保険者 死亡保険金等受取人※ 

終身保険Ａ 吉弘さん 吉弘さん 真紀さん 

特定疾病保障保険Ｂ 吉弘さん 真紀さん 吉弘さん 

収入保障保険Ｃ 吉弘さん 吉弘さん 香菜さん 

医療保険Ｄ 吉弘さん 吉弘さん － 

※収入保障保険Ｃにおける死亡保険金等受取人とは、被保険者の死亡時に年金形式で受け取ることがで

きる収入保障年金の受取人をいうものとする。 

 

（ア）終身保険Ａから真紀さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。 

（イ）特定疾病保障保険Ｂから吉弘さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。 

（ウ）収入保障保険Ｃから香菜さんが受け取る収入保障年金は、吉弘さんの死亡時に年金受給権として

相続税の課税対象となり、２年目以降に受け取る収入保障年金は非課税部分と課税部分に分かれ、

課税部分は所得税（雑所得）および住民税の課税対象となる。 

（エ）医療保険Ｄから吉弘さんが受け取る入院給付金・手術給付金は、所得税（一時所得）および住民

税の課税対象となる。 

  



 

－13－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

問１３ 

 下記＜資料＞は、藤原さんが契約した生命保険の契約の流れを示したものである。この保険契約の責

任開始日（保障が開始する日）として、最も適切なものはどれか。なお、責任開始日（期）に関する特

約等はない契約であり、保険料は月払いとする。 

 

＜資料＞ 

申込日 ２０２４年３月 ８日 

第１回保険料払込み（保険会社に直接払込み） ２０２４年３月１７日 

告知日 ２０２４年３月２３日 

保険会社の審査完了（引き受けの承諾） ２０２４年３月２７日 

保険証券に記載の契約日（保険期間の始期） ２０２４年４月 １日 

 

１． ２０２４年３月 ８日 

２． ２０２４年３月１７日 

３． ２０２４年３月２３日 

４． ２０２４年４月 １日 

 

 

 

  



 

－14－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

問１４ 

 吉田さん（４６歳）が自身を記名被保険者として契約している下記＜資料＞の自動車保険に関するＦ

Ｐの馬場さんが行った次の（ア）～（エ）の説明のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解

答欄に記入しなさい。なお、＜資料＞に記載のない特約については考慮しないものとする。 

 

＜資料＞ 
 

自動車保険証券 

 

保険契約者  

住所 ×××× ○－○○ 

氏名 吉田 重則 様 

記名被保険者 

（表示のない場合は契約者に同じ） 
 

運転者年齢条件 
３５歳以上補償／ 

３５歳以上の方が運転中の事故を補償します。 

 

証券番号  ××－××××× 

 

保険期間 ２０２３年８月１４日 午後４時から 

     ２０２４年８月１４日 午後４時まで 

     １年間 

 合計保険料  △△,△△△円 

 

補償種目・免責金額（自己負担額）など 保険金額 

車両保険 
免責金額  １回目   ０円 

２回目 １０万円 

エコノミー補償（車対車＋Ａ） 

２５０万円 

対人賠償（１名につき） 無制限 

対物賠償 免責金額 ０円 無制限 

人身傷害（１名につき） 搭乗中のみ担保 無制限 

搭乗者傷害（１名につき） １,０００万円 

その他の条件・特約等 

個人賠償責任特約 最高１億円 

ファミリーバイク特約 補償されます（対人・対物に同じ） 

 
 

（ア）「台風による飛来物が衝突して被保険自動車が損害を被った場合、その車両損害は補償の対象にな

りません。」 

（イ）「吉田さんが被保険自動車を運転中に、同乗していた友人が事故で死傷した場合、人身傷害保険

から支払われる保険金とは別に、搭乗者傷害保険からも保険金を受け取ることができます。」 

（ウ）「実家を出て一人暮らしをしている吉田さんの長女（未婚、１８歳）が、帰省中に被保険自動車

を運転して対物事故を起こした場合、補償の対象になります。」 

（エ）「吉田さんが、所有する自動二輪車（総排気量２５０ｃｃ）を運転中に事故を起こして他人にケ

ガを負わせてしまった場合、ファミリーバイク特約の補償の対象となります。」 

 

  



 

－15－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

【第５問】下記の（問１５）～（問１８）について解答しなさい。 

 

問１５ 

 伊丹さん（６６歳）の２０２３年分の収入および経費は以下のとおりである。伊丹さんの２０２３年

分の所得税における総所得金額を計算しなさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないもの

とし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。また、解答に当たっては、解答用紙に記載さ

れている単位に従うこと。 

 

＜収入および経費＞ 

内容 金額 

老齢基礎年金 ７５万円 

遺族厚生年金 １２５万円 

駐車場収入 １２０万円 

駐車場収入に係る経費 ２０万円 

※伊丹さんは、駐車場経営を始めた２０２０年から青色申告者となっており、帳簿書類の備え付け等に

より、１０万円の青色申告特別控除の適用を受けるための要件は満たしている。なお、この駐車場経

営は、事業的規模に該当しない。 

 

＜公的年金等控除額の速算表＞ 

納税者区分 公的年金等の収入金額（Ａ） 

公的年金等控除額 

公的年金等に係る雑所得以外の所得

に係る合計所得金額 

１,０００万円 以下 

６５歳以上の者 

 ３３０万円 以下 １１０万円 

３３０万円 超 ４１０万円 以下 （Ａ）×２５％＋ ２７.５万円 

４１０万円 超 ７７０万円 以下 （Ａ）×１５％＋ ６８.５万円 

７７０万円 超 １,０００万円 以下 （Ａ）× ５％＋１４５.５万円 

１,０００万円 超  １９５.５万円 

 

  



 

－16－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

問１６ 

 会社員の関根さんが２０２３年中に支払った医療費等が下記＜資料＞のとおりである場合、関根さん

の２０２３年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、関

根さんの２０２３年分の所得は給与所得８５０万円のみであり、関根さんは妻、長女および長男と生計

を一にしているが、長男は大学進学のため、別居している。また、保険金等により補てんされる金額は

ないものとし、その年分の医療費控除の金額が最も多くなるように計算するものとする。 

 

＜資料＞ 

支払年月 医療等を受けた人 医療機関等 内容 支払金額 

２０２３年１月 本人 Ａ病院 
人間ドック（注１） ６０,０００円 

通院治療 ２０,０００円 

２０２３年２月 妻 Ｂ薬局 薬の購入（注２） ９０,０００円 

２０２３年４月 
長男 Ｃ薬局 薬の購入（注２） １０,０００円 

長女 Ｄ歯科医院 歯科治療（注３） ７０,０００円 

（注１）関根さんは人間ドックにより重大な疾病が発見されたため、引き続き通院をして治療を行った。 

（注２）特定一般医薬品（スイッチＯＴＣ医薬品）に該当するものである。 

（注３）歯科治療は健康保険適用の治療である。 

（注４）関根さんは、２０２３年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組みとして一定の取組み

を行っており、セルフメディケーション税制の適用要件を満たしている。 

 

１．  ８８,０００円 

２． １００,０００円 

３． １５０,０００円 

４． ２５０,０００円 

 

  



 

－17－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

問１７ 

 会社員の北村さんの２０２３年分の所得等が下記＜資料＞のとおりである場合、北村さんが２０２３

年分の所得税の確定申告を行う際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適

切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとし、▲が付された所得の金

額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。 

 

＜資料＞ 

所得の種類 所得金額 備考 

給与所得 ５５０万円 勤務先からの給与で年末調整済み 

不動産所得 ▲１５０万円 

必要経費：５１０万円 

必要経費の中には、土地の取得に要した借入金の利子

の額６０万円が含まれている。 

譲渡所得 ▲５０万円 上場株式の売却に係る損失 

雑所得 ▲７万円 執筆活動に係る損失 

 

１．不動産所得▲１５０万円が控除できる。 

２．不動産所得▲９０万円が控除できる。 

３．不動産所得▲１５０万円と雑所得▲７万円が控除できる。 

４．不動産所得▲９０万円と譲渡所得▲５０万円が控除できる。 

 

 

問１８ 

 個人住民税（所得割）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．個人住民税の所得割額は、所得税の所得金額の計算に準じて計算した前々年中の所得金額から所得

控除額を控除し、その金額に税率を乗じて得た額から税額控除額を差し引くことにより算出される。 

２．２０２３年以前から居住しているＹ市から２０２３年７月にＺ市に転居した場合でも、２０２３年

度分の個人住民税の納付先は引き続きＹ市である。 

３．所得税の確定申告書を提出した者は、住民税についても申告書を提出したものとみなされる。 

４．給与所得者に係る個人住民税については、原則として６月から翌年５月までの１２回に分割されて

毎月の給与から徴収される。 

 

  



 

－18－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

【第６問】下記の（問１９）～（問２２）について解答しなさい。 

 

問１９ 

 下記＜親族関係図＞の場合において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の記述

の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄

に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいこととする。 

 

＜親族関係図＞ 

 

 

［各人の法定相続分および遺留分］ 

・ 被相続人の配偶者の法定相続分は（ ア ）である。 

・ 被相続人の弟の法定相続分は（ イ ）、遺留分は（ ウ ）である。 

 

＜語群＞ 

１． ゼロ    ２. １／２    ３. １／３    ４. １／４    ５. １／６ 

６． １／８   ７. １／１２   ８. １／１６   ９. ２／３   １０. ３／４ 

 

 

 

  

兄 弟 被相続人 

母 

（すでに死亡） 

父 

配偶者 

（相続放棄） 

兄の妻 

（すでに死亡) 

甥Ａ 甥Ｂ 

 



 

－19－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

問２０ 

 阿久津さん（５８歳）は、２０２３年１１月に夫から居住用不動産（財産評価額２,６５０万円）の

贈与を受けた。阿久津さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の２０２３年分の贈与税額として、

正しいものはどれか。なお、２０２３年においては、このほかに阿久津さんが受けた贈与はないものと

する。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。 

 

＜贈与税の速算表＞ 

（イ）１８歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合（特例贈与財産、特例税率） 

基礎控除後の課税価格 税率 控除額 

 ２００万円 以下 １０％ － 

２００万円 超 ４００万円 以下 １５％  １０万円 

４００万円 超 ６００万円 以下 ２０％  ３０万円 

６００万円 超 １,０００万円 以下 ３０％  ９０万円 

１,０００万円 超 １,５００万円 以下 ４０％ １９０万円 

１,５００万円 超 ３,０００万円 以下 ４５％ ２６５万円 

３,０００万円 超 ４,５００万円 以下 ５０％ ４１５万円 

４,５００万円 超  ５５％ ６４０万円 

 

（ロ）上記（イ）以外の場合（一般贈与財産、一般税率） 

基礎控除後の課税価格 税率 控除額 

 ２００万円 以下 １０％ － 

２００万円 超 ３００万円 以下 １５％  １０万円 

３００万円 超 ４００万円 以下 ２０％  ２５万円 

４００万円 超 ６００万円 以下 ３０％  ６５万円 

６００万円 超 １,０００万円 以下 ４０％ １２５万円 

１,０００万円 超 １,５００万円 以下 ４５％ １７５万円 

１,５００万円 超 ３,０００万円 以下 ５０％ ２５０万円 

３,０００万円 超  ５５％ ４００万円 

 

１．   ４万円 

２．  ７８万円 

３．  ９７万円 

４． １３５万円 
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問２１ 

 下記＜資料＞の土地に係る路線価方式による普通借地権の相続税評価額の計算式として、正しいもの

はどれか。 

 

＜資料＞ 
 

 
 

注１：奥行価格補正率（１４ｍ以上１６ｍ未満） １.００ 

注２：借地権割合 ７０％ 

注３：借家権割合 ３０％ 

注４：その他の記載のない事項は一切考慮しないこと。 

 

１． ３００千円×１.００×１５０ｍ2 

２． ３００千円×１.００×１５０ｍ2×７０％ 

３． ３００千円×１.００×１５０ｍ2×（１－７０％） 

４． ３００千円×１.００×１５０ｍ2×（１－７０％×３０％×１００％） 

 

 

  

（１５０ｍ2） １５ｍ 

１０ｍ 

３００Ｃ 
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問２２ 

 下記の相続事例（２０２３年１２月１０日相続開始）における各人の相続税の課税価格の組み合わせ

として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。 

 

＜課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額＞ 

土地：３,０００万円（小規模宅地等の特例適用後） 

建物：５００万円 

現預金：８００万円 

死亡保険金：１,８００万円（生命保険金等の非課税限度額控除前） 

債務および葬式費用：２００万円 

 

＜親族関係図＞ 

 

 

※土地の評価額は、小規模宅地等の特例適用後の金額であり、死亡保険金は、非課税限度額控除前

の金額である。 

※土地および建物は配偶者が相続する。 

※現預金は、配偶者と長男が２分の１ずつ受け取っている。 

※死亡保険金は、配偶者、長男および長女がそれぞれ３分の１ずつ受け取っている。 

※相続開始前に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を

選択した相続人もいない。また、長女は相続を放棄している。 

※債務および葬式費用は、被相続人の配偶者と長男がそれぞれ２分の１ずつ負担している。 

 

１．配偶者：３,８００万円  長男：３００万円  長女：６００万円 

２．配偶者：３,９００万円  長男：４００万円  長女：１００万円 

３．配偶者：３,９００万円  長男：４００万円  長女：６００万円 

４．配偶者：４,０００万円  長男：５００万円  長女：６００万円 

  

配偶者 
長女（相続放棄） 

長男 
被相続人 
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【第７問】下記の（問２３）～（問２５）について解答しなさい。 

 

＜小山家の家族データ＞ 

氏名 続柄 生年月日 備考 

小山 仁司 本人 １９７２年１０月１４日 会社員 

   えり子 妻 １９７８年 ８月２４日 会社員 

   直哉 長男 ２０１０年 ９月２７日 中学生 

   奈々 長女 ２０１２年 ４月１５日 小学生 

 

＜小山家のキャッシュフロー表＞ （単位：万円) 

経過年数 基準年 １年 ２年 ３年 ４年 

西暦（年） ２０２４年 ２０２５年 ２０２６年 ２０２７年 ２０２８年 

家族構成／ 

年齢 

小山 仁司 本人 ５２歳 ５３歳 ５４歳 ５５歳 ５６歳 

    えり子 妻 ４６歳 ４７歳 ４８歳 ４９歳 ５０歳 

   直哉 長男 １４歳 １５歳 １６歳 １７歳 １８歳 

   奈々 長女 １２歳 １３歳 １４歳 １５歳 １６歳 

ライフイベント 

 

 
奈々 

中学校入学 

直哉 

高校入学 
 

奈々 

高校入学 

 

 

変動率 

収入 

給与収入（本人） １％ ６８４     

給与収入（妻） １％ ３８０     

収入合計 － １,０６４     

支出 

基本生活費 ２％ ３８４  （ ア ）   

住居費 － ２１６ ２１６ ２１６ ２１６ ２１６ 

教育費 １％    （ イ ）  

保険料 － ７８ ７８ ７８ ７８ ７８ 

一時的支出 －      

その他支出 １％ ４２ ４２ ４３ ４３ ４４ 

支出合計 － ８４８     

年間収支 －      

金融資産残高 １％      

※年齢および金融資産残高は各年１２月３１日現在のものとする。 

※給与収入は可処分所得で記載している。 

※記載されている数値は正しいものとする。また、問題作成の都合上、一部を空欄としている。 
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問２３ 

 小山家のキャッシュフロー表の空欄（ア）にあてはまる数値を計算しなさい。なお、計算過程におい

ては端数処理をせず計算し、計算結果については万円未満を四捨五入すること。 

 

問２４ 

 小山家が考えている進学プランは下記＜資料＞のとおりである。下記＜資料＞に基づく小山家のキャ

ッシュフロー表の空欄（イ）にあてはまる教育費の予測数値を計算しなさい。なお、計算過程において

は端数処理をせずに計算し、計算結果については万円未満を四捨五入すること。また、記載のない事項

については一切考慮しないものとする。 

 

＜資料＞ 
 

［小山家の進学プラン］ 

直哉 公立小学校 → 公立中学校  → 私立Ｂ高等学校→ 国立大学 

奈々 公立小学校 → 私立Ａ中学校 → 私立Ｃ高等学校→ 私立大学 

 

［検討している学校の学費（１人当たりの年間総額）］ 

 私立Ａ中学校 私立Ｂ高等学校 私立Ｃ高等学校 

学費総額 １,４６６,９０９円 １,２４３,５００円 １,１０６,４３３円 

 

［計算に際しての留意点］ 

上記の学費総額は２０２４年の金額とし、変動率を１％として計算すること。 

 

 

問２５ 

 小山さん夫婦はマイホームの購入に当たり、夫婦での住宅ローンの借入れを検討しており、ＦＰで税

理士でもある橋口さんに質問をした。橋口さんの説明の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語句の組み合

わせとして、最も適切なものはどれか。なお、住宅ローン契約者は団体信用生命保険に加入するものと

し、住宅借入金等特別控除（以下「住宅ローン控除」という）の適用を受けるための要件はすべて満た

しているものとする。 

 

［橋口さんの説明］ 

「ペアローンは、夫と妻それぞれが契約者となる住宅ローンであり、収入合算の住宅ローンと比べ

て、事務手数料や契約の印紙代などの諸経費は（ ア ）なります。また、住宅ローン控除は、

（ イ ）が受けることができ、夫婦のいずれかが死亡した場合、団体信用生命保険により、

（ ウ ）の住宅ローン残高が保険金として支払われます。」 

 

１．（ア）高く （イ）主たる債務者  （ウ）ペアローンすべて 

２．（ア）高く （イ）夫と妻それぞれ （ウ）亡くなった人のみ 

３．（ア）安く （イ）主たる債務者  （ウ）亡くなった人のみ 

４．（ア）安く （イ）夫と妻それぞれ （ウ）ペアローンすべて  
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【第８問】下記の（問２６）～（問２８）について解答しなさい。 

 

 

下記の係数早見表を乗算で使用し、各問について計算しなさい。なお、税金は一切考慮しないもの

とし、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。 

 

[係数早見表（年利率１.０％)] 

 終価係数 現価係数 減債基金係数 資本回収係数 年金終価係数 年金現価係数 

１年 １.０１０ ０.９９０ １.０００ １.０１０ １.０００ ０.９９０ 

２年 １.０２０ ０.９８０ ０.４９８ ０.５０８ ２.０１０ １.９７０ 

３年 １.０３０ ０.９７１ ０.３３０ ０.３４０ ３.０３０ ２.９４１ 

４年 １.０４１ ０.９６１ ０.２４６ ０.２５６ ４.０６０ ３.９０２ 

５年 １.０５１ ０.９５１ ０.１９６ ０.２０６ ５.１０１ ４.８５３ 

６年 １.０６２ ０.９４２ ０.１６３ ０.１７３ ６.１５２ ５.７９５ 

７年 １.０７２ ０.９３３ ０.１３９ ０.１４９ ７.２１４ ６.７２８ 

８年 １.０８３ ０.９２３ ０.１２１ ０.１３１ ８.２８６ ７.６５２ 

９年 １.０９４ ０.９１４ ０.１０７ ０.１１７ ９.３６９ ８.５６６ 

１０年 １.１０５ ０.９０５ ０.０９６ ０.１０６ １０.４６２ ９.４７１ 

１５年 １.１６１ ０.８６１ ０.０６２ ０.０７２ １６.０９７ １３.８６５ 

２０年 １.２２０ ０.８２０ ０.０４５ ０.０５５ ２２.０１９ １８.０４６ 

２５年 １.２８２ ０.７８０ ０.０３５ ０.０４５ ２８.２４３ ２２.０２３ 

３０年 １.３４８ ０.７４２ ０.０２９ ０.０３９ ３４.７８５ ２５.８０８ 

※記載されている数値は正しいものとする。 

 

 

問２６ 

 米田さんは、自身の将来の老後資金として新たに積立てを開始する予定である。毎年年末に１２万円

を積み立てるものとし、２５年間、年利１.０％で複利運用しながら積み立てた場合、２５年後の合計

額はいくらになるか。 

 

問２７ 

 目黒さんは、孫の大学入学資金として、１５年後に２００万円を準備したいと考えている。１５年間、

年利１.０％で複利運用する場合、現在いくらの資金があればよいか。 

 

問２８ 

 浜松さんは、大学院まで進学することを検討している下宿中の子どもの生活費を援助するための資金

として、毎年年末に６０万円を受け取りたいと考えている。受取期間を６年間とし、年利１.０％で複

利運用する場合、受取り開始年の初めにいくらの資金があればよいか。 
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－26－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

【第９問】下記の（問２９）～（問３４）について解答しなさい。 

 

 

＜設例＞ 

小田孝義さんは、民間企業に勤務する会社員である。孝義さんと妻の真由利さんは、今後の資産形

成や家計の見直しなどについて、ＦＰで税理士でもある東さんに相談をした。なお、下記のデータ

はいずれも２０２４年４月１日現在のものである。 
 

［家族構成］ 

氏名 続柄 生年月日 年齢 備考 

小田 孝義 本人 １９８３年１２月 １日 ４０歳 会社員（正社員） 

   真由利 妻 １９８６年 ４月３０日 ３７歳 パートタイマー 

   菜々美 長女 ２０１７年 ６月 ３日  ６歳 小学生 

   大雅 長男 ２０２０年１０月 ３日  ３歳 保育園児 
 

［収入金額（２０２３年）］ 

孝義さん ：給与収入５４０万円（手取り額）。給与収入以外の収入はない。 

真由利さん：給与収入１００万円（手取り額）。給与収入以外の収入はない。 
 

［金融資産（時価）］ 

孝義さん名義 

銀行預金（普通預金）：１４０万円 

銀行預金（定期預金）：２８０万円 

上場株式      ：１４０万円 

投資信託      ： ６０万円 

企業型確定拠出年金 ：１２０万円 

真由利さん名義 

銀行預金（普通預金）： ４０万円 

銀行預金（定期預金）： ６０万円 

銀行預金（外貨預金）： ４０万円 

投資信託      ：１２０万円 

個人型確定拠出年金 ： ３０万円 
 

［住宅ローン］ 

契約者 ：孝義さん 

借入先 ：ＹＸ銀行 

借入時期：２０１６年６月（居住開始時期：２０１６年６月） 

借入金額：３,２００万円 

返済方法：元利均等返済（ボーナス返済なし） 

金利  ：全期間固定金利型（年１.３％） 

返済期間：３０年間 
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［保険］ 

・ 定期保険特約付終身保険Ａ：保険金額（終身保険部分）５００万円、（定期保険部分）２,８００

万円。保険契約者（保険料負担者）および被保険者は孝義さん、

保険金受取人は真由利さんである。 

・ 火災保険Ｂ：保険金額２,０００万円。地震保険付帯。保険の目的は自宅建物。保険契約者

（保険料負担者）および保険金受取人は孝義さんである。 

・ 学資保険Ｃ：満期保険金２００万円。保険契約者（保険料負担者）および保険金受取人は孝

義さん、被保険者は菜々美さんである。１８歳満期。 

・ 学資保険Ｄ：満期保険金２００万円。保険契約者（保険料負担者）および保険金受取人は孝

義さん、被保険者は大雅さんである。１８歳満期。 

 

［その他］ 

上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。 
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問２９ 

 孝義さんは、現在居住している自宅の住宅ローンの繰上げ返済を検討しており、ＦＰの東さんに質問

をした。孝義さんが住宅ローンを９６回返済後に、１００万円以内で期間短縮型の繰上げ返済をする場

合、この繰上げ返済により短縮される返済期間として、正しいものはどれか。なお、計算に当たっては、

下記＜資料＞を使用し、繰上げ返済額は１００万円を超えない範囲での最大額とすること。また、繰上

げ返済に伴う手数料等は考慮しないものとする。 

 

＜資料：小田家の住宅ローンの償還予定表の一部＞ 

返済回数

（回） 
毎月返済額（円） うち元金（円） うち利息（円） 残高（円） 

９６ １０７,３９３ ８０,６０６ ２６,７８７ ２４,６４６,４４５ 

９７ １０７,３９３ ８０,６９３ ２６,７００ ２４,５６５,７５２ 

９８ １０７,３９３ ８０,７８１ ２６,６１２ ２４,４８４,９７１ 

９９ １０７,３９３ ８０,８６８ ２６,５２５ ２４,４０４,１０３ 

１００ １０７,３９３ ８０,９５６ ２６,４３７ ２４,３２３,１４７ 

１０１ １０７,３９３ ８１,０４３ ２６,３５０ ２４,２４２,１０４ 

１０２ １０７,３９３ ８１,１３１ ２６,２６２ ２４,１６０,９７３ 

１０３ １０７,３９３ ８１,２１９ ２６,１７４ ２４,０７９,７５４ 

１０４ １０７,３９３ ８１,３０７ ２６,０８６ ２３,９９８,４４７ 

１０５ １０７,３９３ ８１,３９５ ２５,９９８ ２３,９１７,０５２ 

１０６ １０７,３９３ ８１,４８３ ２５,９１０ ２３,８３５,５６９ 

１０７ １０７,３９３ ８１,５７２ ２５,８２１ ２３,７５３,９９７ 

１０８ １０７,３９３ ８１,６６０ ２５,７３３ ２３,６７２,３３７ 

１０９ １０７,３９３ ８１,７４８ ２５,６４５ ２３,５９０,５８９ 

１１０ １０７,３９３ ８１,８３７ ２５,５５６ ２３,５０８,７５２ 

１１１ １０７,３９３ ８１,９２６ ２５,４６７ ２３,４２６,８２６ 

１１２ １０７,３９３ ８２,０１４ ２５,３７９ ２３,３４４,８１２ 

１１３ １０７,３９３ ８２,１０３ ２５,２９０ ２３,２６２,７０９ 

１１４ １０７,３９３ ８２,１９２ ２５,２０１ ２３,１８０,５１７ 

 

１．  ９ヵ月 

２． １１ヵ月 

３． １２ヵ月 

４． １３ヵ月 

 

  



 

－29－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

問３０ 

 下記＜資料＞は、小田さん夫婦（孝義さんと真由利さん）の預金保険制度の対象となるＹＱ銀行の国

内支店における金融資産（時価）である。下記＜資料＞に基づくＹＱ銀行が破綻した場合の預金保険制

度によって保護される金融資産の額に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる数値を解答欄に

記入しなさい。なお、預金の利息等の記載のない事項については一切考慮しないものとする。 

 

＜資料＞ 

 孝義さん 真由利さん 

普通預金  ３０万円 １０万円 

定期預金（固定金利）  ５０万円 － 

定期預金（変動金利） － ６０万円 

外貨預金 － ４０万円 

投資信託  ６０万円 － 

学資保険（満期保険金の額） ４００万円 － 

※孝義さんおよび真由利さんはともに、ＹＱ銀行からの借入れはない。 

※普通預金は決済用預金ではない。 

 

・ 孝義さんの金融資産のうち、預金保険制度によって保護される金額は（ ア ）万円である。 

・ 真由利さんの金融資産のうち、預金保険制度によって保護される金額は（ イ ）万円である。 

 

 

  



 

－30－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

問３１ 

 下記＜資料＞の孝義さんが契約している学資保険Ｃおよび学資保険Ｄに関する次の記述のうち、最も

不適切なものはどれか。 

 

＜資料：学資保険Ｃおよび学資保険Ｄの「契約のしおり｣(一部抜粋)＞ 

支払事由 

学資祝金 
被保険者が満１４歳８ヵ月に達した日の直後の１２月１日に生

存していたとき、契約者にお支払いします。 

満期祝金 
被保険者が保険期間満了時まで生存していたとき、契約者にお

支払いします。 

こども死亡保険金 
被保険者が死亡したとき、もしくは所定の重度障害状態に該当

されたとき、契約者にお支払いし、契約は消滅します。 

育英年金 契約者が死亡したとき、育英年金受取人にお支払いします。 

保険料の 

払込免除事由 

次の場合、将来の保険料の払込みを免除します。 

・ 契約者が保険期間中に死亡したとき 

・ 契約者が病気またはケガにより重度障害の状態になったとき 

学資保険の 

消滅 

次の場合、学資保険は消滅します。 

・ 保険期間が満了したとき 

・ 被保険者が死亡したとき 

・ 次のいずれかにより契約者が死亡したとき 

※責任開始の日から３年以内の契約者の自殺 

※育英年金受取人の故意 

※戦争その他の変乱 

※育英年金をお支払いしている場合でも、学資祝金・満期祝金・こども死亡保険金は、育英年金受

取人にお支払いします。 

 

１．菜々美さんが１５歳になった年の１２月１日に生存していた場合、孝義さんに学資保険Ｃの学資祝

金が支払われる。 

２．大雅さんが１８歳まで生存していた場合、孝義さんに学資保険Ｄの満期祝金が支払われる。 

３．学資保険Ｃおよび学資保険Ｄの契約期間中に孝義さんが病気により重度障害の状態になった場合、

以後の保険料は払込み免除となる。 

４．学資保険Ｃおよび学資保険Ｄの契約期間中に孝義さんが死亡した場合、相続人にこども死亡保険金

が支払われる。 

  



 

－31－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

問３２ 

 会社員である孝義さんの父の秀和さん（６４歳）は、現在の勤務先で、６５歳の定年を迎えた後も継

続雇用制度を利用し、厚生年金保険に加入しつつ、７０歳まで働き続ける場合の在職老齢年金について、

ＦＰの東さんに質問をした。下記＜資料＞に基づく条件で支給調整された老齢厚生年金の受給額（月額）

として、正しいものはどれか。 

 

＜資料＞ 
 

［秀和さんに関するデータ］ 

６５歳以降の給与（標準報酬月額） ３４万円 

６５歳以降の賞与（１年間の標準賞与額） 
７２万円 

※６月と１２月にそれぞれ３６万円 

老齢厚生年金の受給額（月額） １５万円 

老齢基礎年金の受給額（月額）  ６万円 

 

［在職老齢年金に係る計算式］ 

総報酬月額相当額：その月の標準報酬月額＋その月以前の１年間の標準賞与額の合計÷１２ 

支給停止額：（基本月額＋総報酬月額相当額－４８万円）×１／２ 

 

※記載以外の老齢年金の受給要件はすべて満たしているものとする。 

※老齢厚生年金の受給額は、加給年金額および経過的加算額を考慮しないものとする。 

 

１．  ３５,０００円 

２．  ６５,０００円 

３．  ８５,０００円 

４． １１５,０００円 

  



 

－32－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

問３３ 

 孝義さんの妹の真佐美さんは、民間企業に勤務する会社員であり、現在妊娠中である。孝義さんは、

真佐美さんが出産のために仕事を休んだ場合に支給を受けることができる出産手当金について、ＦＰの

東さんに質問をした。出産手当金に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語句の組み合わ

せとして、最も適切なものはどれか。なお、真佐美さんは、会社に就職してから継続して全国健康保険

協会管掌健康保険（協会けんぽ）の被保険者であるものとする。また、問題作成の都合上、一部を

「＊＊＊」としてある。 

 

出産手当金は、原則として、被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けること

ができなかった場合に支給される。支給されるのは、出産の日以前（ ア ）（多胎妊娠の場合は

＊＊＊日）から出産の日後＊＊＊日までのうち、労務に服さなかった期間であり、出産の日が出産

予定日より遅れた場合、その遅れた期間分（ イ ）。 

出産手当金の額は、休業１日につき、支給開始日以前の直近の継続した１２ヵ月間の各月の標準報

酬月額を平均した額の３０分の１に相当する額の（ ウ ）相当額となる。 

 

１．（ア）４２日 （イ）も支給される  （ウ）３分の２ 

２．（ア）４２日 （イ）は支給されない （ウ）４分の３ 

３．（ア）５６日 （イ）も支給される  （ウ）４分の３ 

４．（ア）５６日 （イ）は支給されない （ウ）３分の２ 

 

問３４ 

 孝義さんは、労働者災害補償保険（以下「労災保険」という）について、ＦＰの東さんに質問をした。

労災保険の概要に関する次の（ア）～（エ）の記述について適切なものには○、不適切なものには×を

解答欄に記入しなさい。 

 

（ア）労災保険が適用される労働者には、アルバイトおよびパートタイマーは含まれるが、在宅勤務労

働者は含まれない。 

（イ）労災保険の給付には、脳血管疾患や心臓疾患の発症の予防等を目的とする二次健康診断等給付が

ある。 

（ウ）休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため、労働することができず、

賃金を受けない日の１日目から支給される。 

（エ）労働者が業務上の災害により、労災指定病院等において療養を受けた場合、その費用の１割を労

働者が負担し、残る部分が療養補償給付とされる。 

 

  



 

－33－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

  



 

－34－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

【第１０問】下記の（問３５）～（問４０）について解答しなさい。 

 

 

＜設例＞ 

国内の上場企業に勤務する安藤雅之さんは、今後の生活のことなどに関して、ＦＰで税理士でもあ

る飯田さんに相談をした。なお、下記のデータは２０２４年４月１日現在のものである。 

 

Ｉ．家族構成（同居家族） 

氏名 続柄 生年月日 年齢 備考 

安藤 雅之 本人 １９６６年 ８月２６日 ５７歳 会社員（正社員） 

   裕子 妻 １９６９年１１月２８日 ５４歳 専業主婦 

   真希 長女 ２００３年１０月１０日 ２０歳 大学生 

   隆平 長男 ２００６年１２月１２日 １７歳 高校生 

 

Ⅱ．安藤家の親族関係図 

 
 

Ⅲ．安藤家（雅之さんと裕子さん）の財産の状況 

［資料１：保有資産（時価)] （単位：万円) 

 雅之 裕子 

金融資産   

現金・預貯金 ２,４００ ８２０ 

株式・投資信託 ２,１００ ２５０ 

生命保険 

 （解約返戻金相当額） 
［資料３］を参照 ［資料３］を参照 

不動産   

土地（自宅の敷地） ４,３００  

建物（自宅の家屋） ８２０  

投資用マンション  ３,０００ 

その他（動産等） ３００ １００ 

 

  

三郎 和子 

（すでに死亡） 

裕子 洋子 達也 

真希 隆平 

雅之 

茉莉 拓斗 



 

－35－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

［資料２：負債残高] 

住宅ローン：９８０万円（債務者は雅之さん。団体信用生命保険が付保されている） 

自動車ローン：１７０万円（債務者は雅之さん） 

 

［資料３：生命保険] （単位：万円) 

保険種類 保険契約者 被保険者 
死亡保険金 

受取人 
保険金額 

解約返戻金 

相当額 

定期保険特約付終身保険Ａ 雅之 雅之 裕子   

（終身保険部分）    ２００ １２０ 

（定期保険部分）    ２,０００ － 

個人年金保険Ｂ 雅之 雅之 裕子 － ５００ 

医療保険Ｃ 雅之 雅之 － － － 

終身保険Ｄ 雅之 裕子 雅之 ５００ １８０ 

終身保険Ｅ 裕子 裕子 雅之 ３００ ２８０ 

注１：解約返戻金相当額は、２０２４年４月１日現在で解約した場合の金額である。 

注２：個人年金保険Ｂは、据置期間中に被保険者が死亡した場合、払込保険料相当額が死亡保険

金として支払われるものである。 

注３：すべての契約において、保険契約者が保険料を全額負担している。 

注４：契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。 

 

Ⅳ．その他 

上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。また、復興

特別所得税については考慮しないこと。 

 

 

問３５ 

 ＦＰの飯田さんは、まず２０２４年４月１日現在における安藤家（雅之さんと裕子さん）のバランス

シート分析を行うこととした。下表の空欄（ア）にあてはまる数値を計算しなさい。 

 

＜安藤家（雅之さんと裕子さん）のバランスシート＞ （単位：万円) 

［資産］  ［負債］  

金融資産 

現金・預貯金 

株式・投資信託 

生命保険（解約返戻金相当額） 

不動産 

土地（自宅の敷地） 

建物（自宅の家屋） 

投資用マンション 

その他（動産等） 

 

××× 

××× 

××× 

 

××× 

××× 

××× 

××× 

住宅ローン 

自動車ローン 

××× 

××× 

負債合計 ××× 

［純資産］ （ ア ） 

資産合計 ××× 負債・純資産合計 ××× 



 

－36－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

問３６ 

 下記＜資料＞は、雅之さんの２０２３（令和５）年分の「給与所得の源泉徴収票（一部省略）」であ

り、雅之さんは、所得控除の額について、ＦＰで税理士でもある飯田さんに質問をした。下記＜資料＞

に基づく雅之さんの２０２３年分の所得控除の額に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる

適切な数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、雅之さんには、

２０２３年中において給与所得以外に申告すべき所得はなく、年末調整の対象となった所得控除以外に

適用を受けることのできる所得控除はない。また、記載のない事項については一切考慮しないものとす

る。 

 

＜資料＞ 

 

 

 

「源泉徴収票に記載はありませんが、所得控除の額の計算上、基礎控除（ ア ）万円を控除する

ことができます。また、真希さんおよび隆平さんは扶養控除の対象となるため、扶養控除の額は

（ イ ）万円となります。そのため、ほかの控除額も考慮したうえでの雅之さんの所得控除の合

計額は（ ウ ）万円となります。」 

 

 

＜語群＞ 

１． ３８    ２. ４８    ３. ７６    ４. １０１ 

５． １２６   ６. ２７４   ７. ２９９   ８. ３０９ 

 

  

１２ ５００ ０００ 給料・賞与 

１４００ ０００ 

５ 

安藤  雅之 
アンドウ マサユキ 

６００ ９８８ １０ ４００ ０００ 

１ １ 

８０ ０００ ２０ ０００ １００ ０００ 



 

－37－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

問３７ 

 雅之さんの父の三郎さんは老人ホームへの入居を検討しているため、ＦＰで税理士でもある飯田さん

に所有する自宅の売却について相談をした。下記＜資料＞に基づく三郎さんの自宅の売却に係る所得税

および住民税に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切

なものはどれか。なお、「居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円の特別控除」および「居住用財産

を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例」の適用要件は満たしており、これらの適用を受ける

ものとする。また、所得控除その他記載のない事項については一切考慮しないものとする。 

 

＜資料＞ 
 

土地・建物の所在地：○○県××市△△町３－１－１ 

取得年月：２００１年１月 

譲渡年月：２０２４年７月 

取得費：３,０００万円（減価償却費相当額を控除後の金額） 

譲渡価額：６,６００万円 

譲渡費用：４００万円 

※譲渡費用は譲渡年において、現金で支払ったものである。 

 

 

三郎さんが自宅を売却し、居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円の特別控除の適用を受けた

ときの課税長期譲渡所得の金額は（ ア ）であり、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の

軽減税率の特例の適用を受けたときは、課税譲渡所得に対して所得税（ イ ）、住民税（ ウ ）

の税率が適用される。 

 

１．（ア）２００万円 （イ）１０％ （ウ）４％ 

２．（ア）２００万円 （イ）１５％ （ウ）５％ 

３．（ア）６００万円 （イ）１０％ （ウ）５％ 

４．（ア）６００万円 （イ）１５％ （ウ）４％ 

 

  



 

－38－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

問３８ 

 雅之さんが取引をしている国内の証券会社から送付された２０２３年分の特定口座年間取引報告書

（抜粋）が下記＜資料＞のとおりである場合、２０２４年に繰り越すことのできる上場株式等の譲渡損

失の金額（上限）を計算しなさい。なお、雅之さんはこの他に有価証券取引は行っておらず、２０２２

年以前から繰り越された上場株式等の譲渡損失はないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙

に記載されている単位に従うこと。 

 

＜資料＞ （単位：円） 

① 譲渡の対価の額 

（収入金額） 

② 取得費及び譲渡に要した費用の額等 

 

③ 差引金額（譲渡所得等の金額) 

（①－②） 

３,５６１,８９７ ５,３６６,８４５ ＊＊＊ 

 

特
定
上
場
株
式
等
の
配
当
等 

種類 配当等の額 
源泉徴収税額 

（所得税） 

配当割額 

（住民税） 
特別分配金の額 

④ 株式、出資又は基金 100,000 15,315 5,000  

⑤ 特定株式投資信託     

⑥ 投資信託又は特定受益証券発行信託 

（⑤、⑦及び⑧以外） 
    

⑦ オープン型証券投資信託 200,000 30,630 10,000 60,000 

⑧ 国外株式又は国外投資信託等     

⑨ 合計（④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧） ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 

上
記
以
外
の
も
の 

⑩ 公社債 10,000 1,531 500  

⑪ 社債的受益権     

⑫ 投資信託又は特定受益証券発行信託 

（⑬及び⑭以外） 
    

⑬ オープン型証券投資信託     

⑭ 国外公社債等又は国外投資信託等     

⑮ 合計（⑩＋⑪＋⑫＋⑬＋⑭） ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 

※問題作成の都合上、一部を「＊＊＊」にしてある。 

 

問３９ 

 裕子さんは、老齢年金の繰上げ受給を検討しており、ＦＰの飯田さんに質問をした。裕子さんの老齢

基礎年金の繰上げ受給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．「老齢基礎年金の繰上げ請求を行った場合の年金額は、０.４％に繰上げ請求月から６５歳に達する

月の前月までの月数を乗じた率に基づき減額されます。」 

２．「老齢厚生年金の繰上げ請求を行うことができる人が老齢基礎年金の繰上げ請求をする場合、老齢

厚生年金も同時に繰上げ請求しなければなりません。」 

３．「老齢基礎年金と併せて付加年金を受給できる人が老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合、付加年

金も減額されて繰上げ支給されます。」 

４．「２０歳から６０歳になるまでの間に保険料を納めていなかった期間がある人については、老齢基

礎年金の繰上げ請求をした後であっても、国民年金に任意加入することができます。」 



 

－39終－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2024.5.26) 

問４０ 

 雅之さんの妹の洋子さんは、２０２４年２月中に病気（私傷病）療養のため休業した日がある。ＦＰ

の飯田さんが下記＜資料＞に基づいて計算した洋子さんに支給される傷病手当金の額として、正しいも

のはどれか。なお、洋子さんは全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）の被保険者であるものと

する。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。 

 

＜資料＞ 
 

［洋子さんの２０２４年２月の勤務状況］ 

 

 

［洋子さんのデータ］ 

・ 標準報酬月額：２０２３年３月～２０２３年８月 ３８０,０００円 

２０２３年９月～２０２４年２月 ４１０,０００円 

・ 洋子さんが勤める企業の公休日は、毎週土曜日、日曜日および祝日である。 

・ 上記の休業した日について、給与の支給はない。 

・ 上記以外に休業した日はなく、上記の休業した日については、労務不能と認められている。 

 

［傷病手当金の１日当たりの支給額（円未満四捨五入）］ 

 
 

１． １７,５６０円 

２． ２６,３４０円 

３． ４３,９００円 

４． ７０,２４０円 

 

１０日

（土） 

 

１２日

 

 

１３日

（火） 

 

１４日

（水） 

 

１５日

（木） 

 

１６日 

（金） 

 

休業開始日 
▲ 

出勤 

９日

（金） 

 

１７日 

（土） 

 

出勤 休業 

 

休業終了日 
▲ 

休業 

 

休業 

１８日 

（日） 

 

１９日 

（月） 

） 

休業 出勤 

 

休業 休業 休業 休業 

１１日 

（日・祝） 

支給開始日以前の継続した１２ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額×
１

 ３０ 
×

２

 ３ 
 

１０円未満四捨五入 


